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経済施設等対策について 

１．庄内温泉筑豊ハイツについて 

 ①平成２８年９月２６日（経済建設委員会）以降の動きについて 

 － 記事掲載の効果等により、９月２７日（火）１社、１０月３日（月）１社、１０月１

２日（水）１社が内容の聞き取りに来庁。再整備に係る意見や提案を依頼する。 

 ②今後のスケジュール等について 

   引き続き民間事業者へのヒアリングを継続し、市に有効な方向性を探る。 

 

２．飯塚市地方卸売市場について 

 ①平成２８年９月２６日（経済建設委員会）以降の動きについて 

  － 飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会 

  ○平成２８年１０月５日（水） 第２回飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会 

（1）公設市場について 

■代表的な意見・ポイント 

・地方卸売市場としての独自性を含め、どのような市場にするのかは委員会の協議事

項でも重要な部分。飯塚市に合う形態を継続して議論していくべき。 

・PFIを実施すれば建築費等は確かに安くなるが、安定したスムーズな運営に支障を

きたすこともある。業界関係者の負担等総合的に勘案する必要もある。各方面から

のメリット・デメリットをきちんと整理して判断すべき。 

・現在予定している委員会だけでは、市場流通の動向把握、分析、深掘りした議論や

認識に限界がある。検討委員会開催に限りがあるのであれば、勉強会等を開催する

など理解を深める機会を作るべき。 

（2）場外市場について 

■代表的な意見・ポイント 

・八木山バイパス無料化とそれに伴う交通量の増加はチャンスでもあり脅威でもあ

る。どう活用していくかが重要となる。 

・飯塚市の特徴として、青果・水産・花きの生鮮 3品が揃っているのは大きな魅力で

あり、１つにまとめて場外市場をつくることはメリットと考える。 

・田川地区や直方地区等も取り込むなど、具体的な商圏、販売対象者及び運営方法等

について検討する必要がある。 

（3）移転候補地について 

≪別紙１及び別紙２参照≫ 

市としては、別紙２の市有地３箇所を提案 

■代表的な意見・ポイント 

・市から提案された（別紙位置図参照）「①庄内工業団地グランド」、「②健康の森公

園」、「③鯰田工業団地第１区画」の市有地では、現在地以上の利点が見受けられな



いが、移転となった経緯及び市場関係者の合意はどうなっているのか。 

・市場関係者委員の発言として、移転合意において付した「条件が合えば」の条件と

は、交通の利便性が良いとか、新しい市場の機能等に適しているということであ

り、今回の候補地はその条件に合致しない。 

・他の土地は候補地になり得ないのか。 

・市場関係者の委員から市が提案した以外の土地、３箇所を移転希望地として提案が

あった。 

※移転希望地の３箇所の土地については、それぞれについて、面積・用途地域・路線

価等を参考にした用地取得費や概算の造成費等、想定される事業費及び懸案事項等

を整理したものを次回の検討委員会に資料として提出し、議論していただくことと

なった。 

 

    ■配布資料及び会議録は市のホームページにて公開中 

 

  ○平成２８年１１月１日（火） 第３回飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会 

①先進地視察（下関市唐戸市場） 

（1）公設市場の概要 

・卸売機能と小売機能を併せ持った市場で、一般客が自由に購入することが可能で、

週末には寿司や海鮮丼を購入できるイベントも開催されており、年間約 130 万人以

上を集客する観光スポットになっている。 

・赤レンガ造りや吊り天井となっており、天井の芝生広場は市民に一般開放されるな

ど、特徴的な建物が市民や観光客に人気で地域活性化に貢献している反面、市場関

係者にとってはランニングコストが割高であることや使い勝手が悪いという意見も

ある。 

・一般来場者が自由に出入りし、車両も入る施設のため、生鮮品を取り扱う関係上、

衛生面の向上が今後の大きな課題である。 

・近年取扱量や売上高が減少傾向であり、繰越基金を取り崩している状況であり、今

後の運営の懸念となっている。 

  （2）場外市場の概要 

・隣接する商業施設（カモンワーフ）は下関唐戸魚市場株式会社を中心とした 100％

民間出資の下関フィッシャーマンズワーフ株式会社が、下関市から土地の貸与を受

け、建物を建設し運営している。 

・テナントとして、地元の商店以外にも全国展開のチェーン店が入っている。 

・下関市は全く関与していない。 

  ②検討委員会 

  （1）移転候補地について 

    ≪別紙１及び別紙３参照≫ 

■代表的な意見・ポイント 

・Ａの庄内体育館・野球場は、今の利用状況等を考慮すると現実的に厳しい。 



・Ｂが良い。 

・Ｃが良い。 

・現在地はもう全く考えられないのか。 

・今回の検討委員会でどこか一箇所に絞り込むのか。 

といった意見が出たが、公設市場の規模や機能、市場関係者が取り組みたいと考えて

いる場外市場の規模や機能、運営方法など具体的な議論を深めていった上で、市場関

係者の合意形成が図られることが重要であり、その結果、新しい卸売市場としての方

向性がある程度決まった先に公設市場及び場外市場としての移転候補地があるのでは

ないかということで、引き続き検討・協議して行くこととなった。 

  （2）公設市場の規模及び機能について 

   ■代表的な意見・ポイント 

・飯塚市卸売市場の使い勝手のよさを保ちながら、コールドチェーン等機能付加や地

元内外の需要を意識した整備を図っていく必要がある。 

・市場規模や機能については、これまでに引き続き青果・鮮魚・花きそれぞれの市場

関係者と個別ヒアリングを行いながら精査していく。 

  （3）場外市場の方向性・特色等について 

   ■代表的な意見・ポイント 

・運営方法については、合同会社方式や株式会社方式などあるが、現段階では市場関

係者等が出資して株式会社を設立し運営を行う、民設民営の場外市場として取り組

むことが望ましいようだ。 

・ターゲットや方向性をどのように定めるかで規模や内容が大きく変わる。 

・次回検討委員会では、市場関係者が考える商圏、販売ターゲット、売上目標など具

体的な提案を受ける。 

 

 ③今後のスケジュール等について 

  － 飯塚市地方卸売市場等施設整備検討委員会 

    平成２８年１１月２１日（月） 第４回検討委員会【調整中】 

    平成２８年１２月１９日（月） 第５回検討委員会 



概 要

本地域においては、地域資源である大学の知的資産を活用した新産業の創出
を体系的に取りまとめた「新産業創出ビジョン」に基づいて大学発ベンチャー
の創出等の各種施策を実施してきたが、本計画により、地域の関係機関との連
携を強化し、充実した各種創業支援事業を実施することにより、延べ○○○名
の創業支援を行い、年間○○件の創業の実現を目指す。

特徴

市区町村 飯塚市

創業支援
事業者

飯塚商工会議所、飯塚市商工会、福岡県商工会連合会、株式会社福岡ソフト
ウェアセンター、一般社団法人e-ZUKA Tech Studio、飯塚信用金庫、北九州
銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、福岡中央銀行

＜全体像＞

・相談窓口設置（１－１）
・インキュベーション支援（１－２）
・大学生地域参画促進事業（１－３）

飯塚市

・技術者育成講座
「e-ZUKA Tech Night」（２－４）

（一社）e-ZUKA Tech Studio

・実践創業塾（２－２）

飯塚市商工会

創業希望者、創業者

産（地域ITベンチャー企業・飯塚商工会

議所・福岡ソフトウェアセンター等）、学
（九州工業大学情報工学部・近畿大学産
業理工学部・近畿大学九州短期大学）、
官（福岡県・飯塚市・飯塚研究開発機構）
のネットワークによる情報提供、共同研
究、実証評価、施策・技術相談等を通じ
た創業者の支援

・女性向け創業相談会
・ふるさと創業促進事業
・フクオカベンチャーマーケット
・情報提供、専門家派遣 等

アドバイザー参画機関
（筑豊地域中小企業支援協議会、
福岡県ベンチャービジネス支援
協議会、日本政策金融公庫）

※下線は特定支援事業

飯塚商工会議所

連携事業

・クラウドソーシング支援事業（２－３）

株式会社福岡ソフトウェアセンター

創業前 創業後

１．地域資源の活用
２．ターゲット市場発掘
３．ビジネスモデル構築
・・飯塚市、e-ZUKA 

Tech Studio、福岡ソフト

ウェアセンター、金融機
関等（創業人材育成、創
業者の掘り起こし、ビジ
ネスプラン作成支援等）

飯塚市では、インキュベーション事業による個別案件支援から連携機関への繋
ぎのほか、創業人材育成、アドバイザー参画機関と連携したイベント等を行う。

４．売れる商品開発
５．適正価格・販売手法

・・インキュベーションマ
ネージャー、飯塚商工会
議所、飯塚市商工会、金
融機関等（創業に関する
基本事項の学習、個別
相談、販路開拓等）

６．資金調達
７．事業計画
・・ 金融機関、商工会議

所、アドバイザー機関等
（融資相談、経営指導員
による無料相談）
８．許認可手続き

行政書士、社労士（無
料相談）

９．創業後のフォロー
・・ インキュベーションマ

ネージャー（ハンズオン
支援）、飯塚市（販路開
拓補助金、施策紹介）、
金融機関、アドバイザー
機関等（マッチング）．

飯塚市トライバレー委員会

・創業スクール（２－１）

・○○○○（２－５）

飯塚信用金庫

・創業応援セミナー、個別相談会
（２－９）

福岡中央銀行

・相談事業（２－６）

北九州銀行

・創業相談窓口設置（２－８）

福岡銀行

・創業支援融資（２－７）

西日本シティ銀行

施策提言

【資料５】（案）



つながる地域IoTリーダー育成事業

嘉飯桂地域（飯塚市、嘉麻市、桂川町。以下同じ）において、地域の中学・高
校に在籍する生徒が約1万人（H28年度学校基本調査）いるが、同地域の通勤通
学流動状況では約5,800人の流出超過（H22年国勢調査）となっており、就職や
進学する際にその多くが地域外へ流出している。
また、同地域には3大学（九州工業大学情報工学部、近畿大学産業理工学部、

近畿大学九州短期大学）が立地し、在籍する大学生（約4,200人）の8割以上が
地域外から流入（本市調査）しているが、卒業・就職とともに9割以上が地域外
へ流出している。
その要因として、中高生については、地方において最先端の教育を受ける機会

が少なく、都会との教育格差が生じていること等が考えられる。大学生について
は、地域企業等と接する機会が少なく地域の魅力を知らずに卒業していくほか、
地元志向があっても最先端IoT企業等への就職を優先し、地域外へ流出するケー
スもみられる。一方、首都圏や大都市に一極集中し、慢性的な人材不足を抱える
最先端IoT企業等では、地方にサテライトオフィスを設け人材育成を図る動きが
本地域でもみられる。
こうした地域若者の人材流出を防ぎ地域定着を促進するためには、全国的にみ

ても最先端の人材育成システムを構築しつつ、優秀な人材を必要とする最先端Ｉ
ｏＴ企業等を誘致し、誘致企業と地域企業が融合した最先端プロジェクトを創出
し、若者に魅力ある仕事を創出する必要がある。

地域の大学生に対し、中高生IoTキャンプの講師となれる最先端のIｏT技術や
コミュニケーション能力を学ぶ研修（20人×年2回）を実施する。当該研修は、
大学と連携して単位認定も実施されるものとし、インターン支援等を通じて、
地域IoTリーダー（3年間で100人以上）を育成する。
次に、大学生IoTリーダーから中高生が先端IoT技術を学ぶ中高生IoTキャンプ

（50人×年3回）を実施する。また、地域の魅力あるしごとを知ってもらう「地
域しごと魅力発見ツアー」を実施する。受講した中高生をフォローして、次の世
代へつなぐIoTリーダーに成長すること促進することにより、IoT人材の地域内育
成エコシステムを構築する。
加えて、最先端IoT企業等に対する効果的なシティプロモーションを実施し、

サテライトオフィスを誘致（3年間で5社以上）する。誘致企業と地域企業と融合
を図る嘉飯桂IoTラボを立上げ、ものづくり・医療・農業などの地域スマートプ
ロジェクトを実施（3年間で5件以上）する。
なお、地域IoTリーダーが一定程度育成され、本事業が定着した段階（4年後以

降）においては、嘉飯桂IoTラボに参加している企業等による企業版ふるさと納
税や参加費のみで運営費を賄える自立化体制を確立する。

背 景

事業概要

≪1年目（12月～3月）≫
◆会場・プログラムの検討、広報の実施
◆地域IoTリーダー養成研修（20人×1回）
◆中高生IoTｷｬﾝﾌﾟ＆地域しごと魅力発見ﾂｱｰ(50人×2回)
◆最先端IoT企業のニーズ把握、プロモーション策の検討
◆IoT推進ラボの立上げ準備・国認定取得
≪2～3年目≫
◆地域IoTリーダー養成研修（20人×2回）
◆地域IoTリーダー インターン支援講座（20人×1回）
◆中高生IoTｷｬﾝﾌﾟ&地域しごと魅力発見ﾂｱｰ（50人×3回）
◆最先端IoT企業へのプロモーション及び誘致施策の実施
◆IoT推進ラボによる地域スマートプロジェクト創出・推進
≪4年目以降≫
◆企業版ふるさと納税・参加費のみで自立的運営

事業計画

スキーム図

国

交付金各市共
同申請

中高生IoTキャンプ ＆
地域しごと魅力発見ツアー

嘉飯桂地域連携

飯塚市 中高生
約7000人

嘉麻市 中高生
約1800人

桂川町 中高生
約900人

連携

【地域大学】
学生数約4200人
九州工業大学情報工学部
近畿大学産業理工学部
近畿大学九州短期大学

地域IoTﾘｰﾀﾞｰ研修
＆ｲﾝﾀｰﾝ支援講座

受講 単位
認定

参
加

地域企業、
地域経済界

サポート

サ
ポ
ー
ト

地域の
大学等

進
学 リーダー参加 企業版

ふるさと
納税

人材
活用

【地方創生推進交付金 隘路打開タイプ（事業期間3年）及び企業版ふるさと納税】

中
高
生

最
先
端

Ｉ
ｏ
Ｔ
企
業

参加

地域外

情
報
発
信

進
学

サテライトオフィス誘致（KPI＝3年5社）

嘉飯桂IoT推進ラボ
地域スマートプロジェクト

ものづくり

医療 農業ＩｏＴ
（KPI＝3年5件）

（KPI＝3年100人）



経 済 建 設 委 員 会 資 料

平成 28年 11月 4日提出

１．「オートレース宇土」概要について

①  名　称　　　「オートレース宇土」

②  場　所　　　熊本県宇土市水町５０番４

　　　　　　　　サテライト宇土内

③  設置者　　　株式会社ＫＴ２１

④  管理施行者　飯塚市

⑤  座席数　　　７５席（一般席以外オートレース・競輪共用）

              （内訳）一般席３２席、ロイヤル席３２席、

               　　　 個室①６席、個室②５席

⑥  窓口数　　　４窓

 　　　　　 　（内訳）自動発払窓口３窓、有人窓口１窓

⑦  発売日数　　年間３４０日程度を予定

⑧  オープン日　平成２８年１２月上旬（予定）

２．「オートレース名古屋」概要について

①  名　称　　　「オートレース名古屋」

②  場　所　　　愛知県名古屋市中区栄三丁目９番２１号

　　　　　　　　サテライト名古屋内

③  設置者　　　株式会社サテライト名古屋

④  管理施行者　浜松市

⑤  座席数　　　７０席（オートレース・競輪共用）

　　　　　　　（内訳）３階一般フロア　３０席

　　　　　　　　　　　６階有料席フロア　４０席

⑥  窓口数　　　自動発払窓口３窓

　　　　　　　（３階一般フロア２窓、６階有料席フロア１窓）

⑦  発売日数　　年間３４０日程度を予定

⑧　オープン日　平成２８年１０月２３日（日）

経済部公営競技事業所経営管理課

　　　専用場外発売所の開設について

1





経 済 建 設 委 員 会 資 料

平 成 28 年 11 月 4 日 提 出

都市建設部　土木管理課

新飯塚駅東口トイレの火災について

１．

２．

３．

４．

５． 中央多目的トイレおむつ交換台部分より出火。おむつ交換台支柱
部分の焼失、変形、煙や煤による壁等への汚損が発生。

発 生 日 時

発 生 場 所

火 災 原 因

施 設 概 要

被 害 状 況

平成28年10月18日（火）　午後8時50分頃

飯塚市立岩2198番地2 新飯塚駅東口トイレ

タバコ火の不始末

鉄筋コンクリート造　平屋建　鉄筋コンクリート葺
鉄筋コンクリート壁　14.08㎡

位 置 図

火災箇所



工事請負契約報告書

経済建設委員会資料

平 成 28 年 11 月 4 日

工　　事　　名 予 定 価 格 (A) 落 札 額　(B)
落札率　(B/A)

契 約 者 名 入 札 日
(小数点第三位以下切捨)

蓮台寺川河川改修工事

59,930,280 円

52,600,320 円

87.76

工　　期 52,600,320 円

3,896,320

（株）永和建設 9月13日

うち消費税

4,439,280 円

契　　約　　日
最低制限価格 うち消費税 %

平成28年9月20日

円平成28年9月21日 から うち消費税

平成29年3月24日 まで 3,896,320 円

入札参加業者名（条件付き一般競争入札）

友栄土木（株） 﨑村組 茜建設（株） 龍穂産業（株） （株）永和建設

（有）大川産業 （有）古藤組 （株）多賀谷建設 （株）関組 （株）栄六津開発

小金丸建設（株） （有）唯建設 岩永建設（有） （有）池田建設 （有）清水組

＊地方自治法施行令第167条の9によるくじ引きの結果　（17者） Ｐ１

（有）伍成建設 （有）富士土木 仕事屋軍団（株）



4常任委員会提出資料
平成28年10月25日、11月1、2、4日開催

方針 理由等 方針
削減面積
（㎡）

理由等 方針 理由等 移転統合先 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等

1 鯰田小学校 53 13,326 7,240 存続 耐震改修済

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

2 立岩小学校 42 29,229 8,518 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

3 飯塚東小学校 41 24,660 8,618 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

4 菰田小学校 48 20,233 6,065 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

5
飯塚小学校（飯塚児
童館有り）

49 16,042 8,198 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

6 片島小学校 42 19,419 6,681 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

7 伊岐須小学校 41 44,098 11,370 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

8 幸袋小学校 43 21,640 5,450 廃止
小中一貫校
への移転に
よる。

100％削減 -5,450
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
幸袋校（新
設）

− −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- -

9 目尾小学校 46 16,841 4,841 廃止
小中一貫校
への移転に
よる。

100％削減 -4,841
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
幸袋校（新
設）

− −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

-
別途計画に
て検討

10 蓮台寺小学校 50 46,384 4,794 廃止
小中一貫校
への移転に
よる。

100％削減 -4,794
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
鎮西校

− − − -
別途計画に
て検討

№
存廃の方針 総量の最適化 配置の最適化

施設名称
経過年
数（年）

敷地面積
（㎡）

延床面積
（㎡）

運営方法の最適化 空きスペースの有効活用 PPP・PFIの可能性運営主体の最適化 跡地・跡施設の有効活用

最適化方針

1



4常任委員会提出資料
平成28年10月25日、11月1、2、4日開催

方針 理由等 方針
削減面積
（㎡）

理由等 方針 理由等 移転統合先 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等

№
存廃の方針 総量の最適化 配置の最適化

施設名称
経過年
数（年）

敷地面積
（㎡）

延床面積
（㎡）

運営方法の最適化 空きスペースの有効活用 PPP・PFIの可能性運営主体の最適化 跡地・跡施設の有効活用

最適化方針

11 潤野小学校 48 20,544 5,729 廃止
小中一貫校
への移転に
よる。

100％削減 -5,729
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
鎮西校

− − − -
別途計画に
て検討

12 八木山小学校 45 5,914 1,850 存続

現状維持。
但し完全複
式学級とな
るときには、
分校化又は
統合を検討
する。

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

13 小中一貫校頴田校 3 52,255 13,782 存続  

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
及び中学校設置
基準により、校舎
及び運動場の最
低基準面積が定
められているた
め。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

-

旧頴田小学
校校舎敷地
及び旧かい
た幼稚園敷
地の活用検
討

学校用地と
しては必要
がないた
め、民間貸
付を含め検
討が必要。

14 庄内小学校 45 29,006 6,792 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

15 内野小学校 44 11,178 2,861 存続

現状維持。
但し完全複
式学級とな
るときには、
分校化又は
統合を検討
する。

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営
給食調理場
は更新時に
廃止。

・上穂波小学校と機能
統合。

余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

16 上穂波小学校 45 19,364 5,496 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

17 大分小学校 23 34,533 7,326 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

18 楽市小学校 49 25,287 5,673 廃止
小中一貫校
への移転に
よる。

100％削減 -5,673
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
穂波東校
（新設）

− − - 　 -
別途計画に
て検討

学校跡地、
跡施設の一
体的な利活
用策の検討
が必要なた
め。

19
平恒小学校（平恒児
童館有り）

28 20,596 4,359 存続
小中一貫校
への移転に
よる。

拡充 12,732

統合のため。ただ
し、校舎の一部は
一貫校校舎として
転用する。

現地
小中一貫校
穂波東校
（新設）

− −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- -

2



4常任委員会提出資料
平成28年10月25日、11月1、2、4日開催

方針 理由等 方針
削減面積
（㎡）

理由等 方針 理由等 移転統合先 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等

№
存廃の方針 総量の最適化 配置の最適化

施設名称
経過年
数（年）

敷地面積
（㎡）

延床面積
（㎡）

運営方法の最適化 空きスペースの有効活用 PPP・PFIの可能性運営主体の最適化 跡地・跡施設の有効活用

最適化方針

20
若菜小学校（若菜児
童館有り）

33 21,673 6,518 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

−

21 椋本小学校 43 19,211 5,348 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

22
高田小学校（高田児
童館有り）

45 24,152 3,714 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

23 飯塚第一中学校 43 25,604 13,006 存続  

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

中学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

24 飯塚第二中学校 56 26,377 8,842 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

中学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

25 二瀬中学校 57 27,085 10,285 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

中学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

26 幸袋中学校 51 30,887 6,713 存続
小中一貫校
への移転に
よる。

拡充 7,721
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
幸袋校（新
設）

− −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- 　

27 鎮西中学校 51 18,449 7,343 存続
小中一貫校
への移転に
よる。

拡充 9,715
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
鎮西校

− −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

-
別途計画に
て検討

3



4常任委員会提出資料
平成28年10月25日、11月1、2、4日開催

方針 理由等 方針
削減面積
（㎡）

理由等 方針 理由等 移転統合先 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等

№
存廃の方針 総量の最適化 配置の最適化

施設名称
経過年
数（年）

敷地面積
（㎡）

延床面積
（㎡）

運営方法の最適化 空きスペースの有効活用 PPP・PFIの可能性運営主体の最適化 跡地・跡施設の有効活用

最適化方針

28 庄内中学校 50 21,144 7,252 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

29 筑穂中学校 41 43,860 8,007 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

小学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

30 穂波東中学校 54 48,252 6,477 廃止
小中一貫校
への移転に
よる。

100％削減 -6,477
移転・統合のた
め。

移転
小中一貫校
穂波東校
（新設）

直営 − - 　 -
別途計画に
て検討

31 穂波西中学校 36 35,260 8,761 存続 　

文部科学省
が定める学
校設置基準
に基づく最
適化

0

中学校設置基準
により、校舎及び
運動場の最低基
準面積が定めら
れているため。

現地 − 直営 −
余裕教室、
体育館の有
効利用

今後児童生徒数の
減少により余裕教
室が増加すること、
また体育館はまち
づくりなど地域活
動に必要な施設で
あるため。

- −

32
飯塚学校給食セン
ター

51 5,231 2,069 廃止
自校式調理
場整備後に
廃止

100％削減 -2,069

センター方式から
自校方式へ方針
変更となったた
め。

- − − − − -
別途計画で
検討

33 中央公民館 20 3,996 5,505 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営 多機能化
稼動状況に余裕があ
り、市民活動の促進の
ため有効活用を図る。

- 　 - −

34 二瀬公民館 45 3,416 1,066 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

-3,642

別途計画にて基
準面積を定める
ため。
削減面積は公民
館全体（12館）全
体での面積。

-
別途計画にて検
討。

− 直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- − 　

35 幸袋公民館 44 2,709 902 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

現地 − 直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- −

36 鎮西公民館 46 2,035 862 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

移転
現施設老朽化の
ため。

小中一貫校
鎮西校（新
設）

公共施設等のあ
り方に関する第2
次実施計画によ
る。

直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

　オープン
スペースへ
の転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

民間譲渡

市としての
利活用方針
が無いた
め。

37 菰田公民館 43 1,933 842 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

現地 − 直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- −

4
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38 立岩公民館 42 1,649 3,051 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

移転
現在地での更新
が不可能なた
め。

第一中学校
隣接地

飯塚第1中学校
との連携が図れ
るため。

直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

民間譲渡

市としての
利活用方針
が無いた
め。

39 飯塚東公民館 42 1,872 808 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

現地 − 直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- −

40 飯塚公民館 34 3,500 935 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

現地 − 直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- −

41 鯰田公民館 40 1,677 894 存続  
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

移転

現敷地は、土壌
が悪いこと、接
道は浸水するた
め立地場所とし
ては適さないた
め。

旧第三中学
校敷地内

地元協議の上、
決定済。

直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

-
既設都市公
園として活
用

土壌が悪く
民間譲渡に
適さないた
め。

42 穂波公民館 38 6,554 1,795 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

移転

現施設の老朽化
および、新耐震
基準を満たして
いないため。

穂波支所内

新庁舎建設に伴
い、穂波支所内
に余裕スペース
が生じるため。

直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

-
別途計画に
て検討

 

43 筑穂公民館 36 4,345 2,304 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

一部移転

現施設の老朽化
および、新耐震
基準を満たして
いないため。現
公民館は当分の
間存続し、大
ホール、中研修
室、調理実習室
を除き、機能移
転するため。

筑穂支所内
現公民館と隣接
しており、連携が
図れるため。

直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- 　 − 　

44 庄内公民館 31 6,814 2,219 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

移転
現施設老朽化の
ため。

庄内保健福
祉総合セン
ターハーモ
ニー

地域拠点に立地
し、類似機能を
有している施設
であるため。た
だし、研修室等
が不足するため
増築等を行う必
要がある。

直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- 民間貸付

同一敷地内
に体育館が
あり、売却
が困難であ
るため。

45
庄内公民館別館（旧
生涯学習交流館）

12 1,060 554 存続 　 現状維持 0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

移転

庄内保健福
祉総合セン
ターハーモ
ニー

子育て支援セン
ターを含め、機
能の集約化を図
るため。

直営 − - - 用途変更

庄内支所の
一部として
活用を図
る。

46 頴田公民館 3 2,317 937 存続 　
地区公民館
全体で20％
の削減

0
別途計画にて基
準面積を定める
ため。

現地 − 直営

コミュニティセン
ターへ移行後
に、指定管理者
制度導入を検
討する。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

オープンス
ペースへの
転換

コミュニティセン
ターへ移行するた
め。

- −
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47
頴田公民館別館（旧
サンシャインかいた）

20 1,878 996 廃止
耐用年数経
過後に廃
止。

更新時に
100％削減

0
代替施設に機能
を移転。

－ − 直営

可動式観覧席
に大規模改修
が必要になった
場合、その機能
は廃止。

開館日・開
館時間の改
善および、
使用料の見
直し

利用率および稼働率を
勘案し改善を図る。ま
た、可動式観覧席の使
用について使用料を設
定する。

− - -  

48
飯塚市文化会館（飯
塚コスモスコモン）

25 28,710 17,455 存続 　
更新時に
25.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地 − 指定管理
減免規定等
の検討

他市類似施設には、減
免規定のない施設が
あり、使用料の最適化
観点から検討する必要
があるため。

旧レストラン
の有効活用
を検討

現在休憩所として
の利用であり有効
活用を検討する余
地があるため。

更新時に
検討

大型集客施設
のため。

−

49 歴史資料館 35 7,042 2,354 存続  
更新時に
25.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地 −
直営（一
部委託）

地域の資料館
としての運営が
中心となるため
指定管理者制
度導入効果は
薄い。、

　　開館日・
開館時間の
改善

利用状況から改善を図
る余地があるため。

駐車場の有
効活用

近隣公共施設駐車
場との共同利用な
ど効率化を図る。
その結果余裕が生
じたｽﾍﾟｰｽは有効
活用を検討する。

- −

50 飯塚市立図書館 20 3,996 1,806 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 指定管理
　開館日・
開館時間の
改善

利用者数を勘案し改善
を図る。

− - −

51
飯塚市立図書館筑
穂館

13 2,154 1,341 存続  
更新時に
27.2％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 指定管理
　開館日・
開館時間の
改善

利用者数を勘案し改善
を図る。

− - −

52
飯塚市立図書館庄
内館

22 - 960 存続  
更新時に
22.3％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 指定管理
　開館日・
開館時間の
改善

利用者数を勘案し改善
を図る。

− - −

53
飯塚市立図書館穂
波館

25 255 存続 　
機能移転時
に19.5％削
減

-50
機能移転時に延
床面積を削減。

移転
穂波庁舎の多機
能化を図る。

穂波庁舎

新庁舎建設に伴
い、穂波支所内
に余裕スペース
が生じるため。

指定管理
運営の効率化
を図るため。

　開館日・
開館時間の
改善

利用者数を勘案し改善
を図る。

- 　 -
用途変更
（他行政施
設）

 

54
飯塚市立図書館頴
田館

3 115 存続 　
更新時に
29.5％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営
　開館日・
開館時間の
改善

利用者数を勘案し改善
を図る。

− - −

55 庄内生活体験学校 28 10,000 940 存続  
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 指定管理 - - −

56
穂波青少年野営訓
練所

59 3,967 133 廃止

利用者数過
少および
キャンプ場
としての類
似施設があ
るため。

100％削減 -133
施設、機能ともに
廃止。

－ 　 − − − − -
地元協議の
上、決定す
る。

敷地が民有
地であるた
め。

57
飯塚体育館第1体育
館

44 15,707 6,138
別途計
画にて
検討

　

体育施設再
編整備の中
で20.1％削
減する。

-2,011
別途計画にて検
討。

- - - − − - -

58
飯塚体育館第2体育
館

31 2,114 901
別途計
画にて
検討

　

体育施設再
編整備の中
で20.1％削
減する。

0
別途計画にて検
討。

- - - − − - -

6
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59 穂波体育館 34 1,577 2,202 存続 　 現状維持 0 現地 　 − 指定管理
使用料金の
見直し・機
能集約

・市内・市外の料金設
定が無いため。
・穂波Ｂ＆Ｇ海洋セン
ターの機能を集約す
る。

− - −

60
穂波Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

30 79,101 1,102 休止
類似施設が
あるため。

100％削減 -1,102
穂波体育館へ機
能移転するため。

－

B&G財団と協議
を行い穂波体育
館へ機能移転し
休止。

穂波体育館 指定管理 − − - −

61 筑穂体育館 34 5,163 2,172 存続

当分の間は
存続とする
が、利用圏
域内の学校
体育館の更
新に合わせ
て、機能を
移転して廃
止。

現状維持 0
学校体育館に機
能移転時には、
100％削減する。

現地 　

学校体育館に機
能移転時には、
利用圏域内の学
校施設へ移転。

直営
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

62 庄内体育館 33 8,130 1,924 存続

当分の間は
存続とする
が、利用圏
域内の学校
体育館の更
新に合わせ
て、機能を
移転して廃
止。

現状維持 0
学校体育館に機
能移転時には、
100％削減する。

現地 　

学校体育館に機
能移転時には、
利用圏域内の学
校施設へ移転。

直営
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

63 頴田体育館 43 4,194 1,716
別途計
画にて
検討

体育施設再
編整備の中
で20.1％削
減する。

0
別途計画にて検
討。

別途計画に
て検討

− − − -
別途計画に
て検討

64 穂波武道館 36 756
別途計
画にて
検討

体育施設再
編整備の中
で20.1％削
減する。

0
別途計画にて検
討。

別途計画に
て検討

− − − -
別途計画に
て検討

65 頴田武道館 41 3,967 495
別途計
画にて
検討

体育施設再
編整備の中
で20.1％削
減する。

0
別途計画にて検
討。

別途計画に
て検討

　 − − − -
別途計画に
て検討

66
市民運動公園弓道
場

44 895 448 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

更新時に移
転

利用者の利便性
及び運営の効率
性を考慮し、他
の体育施設との
併設を検討す
る。

他の体育施
設

指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− -

都市公園と
しての有効
利活用を検
討する

 

67 市民公園運動広場 46 16,882 - 存続 現状維持 0 現地 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

68
健康の森公園多目
的広場

11 39,999 - 存続 現状維持 0 現地 − 指定管理 −
使用料金の
見直し

市内・市外の料金
設定が無いため。

- −

69 頴田グラウンド 43 9,813 - 存続 現状維持 0 現地 − 直営

利用者も限られ
ていることか
ら、地域（利用）
団体への無償
貸与を検討す
る。

使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

70 筑穂グラウンド 34 8,878 - 存続 現状維持 0 現地 − 直営
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −
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71
筑穂多目的グラウン
ド

18 17,503 - 存続 現状維持 0 現地 −
指定管理
または、
無償貸与

使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

72 庄内グラウンド 39 18,021 - 存続 現状維持 0 現地 − 直営

利用者も限られ
ていることか
ら、地域（利用）
団体への無償
貸与を検討す
る。

使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

73
庄内工場団地グラウ
ンド

28 28,437 - 存続 現状維持 0 現地 − 直営
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

74
市民公園健幸スポー
ツ広場

46 38,830 - 存続 現状維持 0 現地 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

75 穂波グラウンド 33 19,720 - 存続 現状維持 0 現地 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

76 椿運動広場 10 6,278 - 存続 現状維持 0 現地 − 無償貸与

利用団体が自
主管理を行って
いるため、無償
貸与を検討す
る。

－ 0 − - −

77 穂波野球場 33 79,101 0 存続 現状維持 0 現地 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

78 筑穂野球場 19 78,029 0 存続  現状維持 0 現地 　 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

79 庄内野球場 34 0 存続 現状維持 0 現地 − 直営
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

80 頴田野球場 43 10,521 0 存続 現状維持 0 現地 − 直営
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

81
健康の森公園市民
プール

13 22,342 2,859 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地 − 指定管理 - 　 − - −

82 穂波市民プール 33 958 休止

小中一貫校
に機能を移
転して休
止。

100％削減 -958
B&G財団と協議を
行い休止。

移転

穂波西中学校の
授業で活用して
いることから、そ
の対応検討後に
移転する。

小中一貫校
穂波東校
（新設）

− − − - −

83
市民運動公園テニス
コート

46 0 存続 現状維持 0 現地 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

84 穂波テニスコート 33 3,210 0 存続 現状維持 0 現地 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −
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85 頴田テニスコート 41 0 廃止
利用率過少
のため。

100％削減 0 - − -
利用団体へ
無償貸与

利用者も限られている
ことから、現在利用して
いる団体等へ無償貸
与する。

− - −

86
筑豊ハイツテニス
コート

46 - 0
別途計
画にて
検討

- 0 - - - − − - -

87 サンビレッジ茜 26 107,748 2,972 存続

但し、ス
キー部門の
存廃の判断
基準を平成
30年度まで
に決める。

更新時に
20.1％削減

0

ガイドハウスとス
キーハウス機能
統合検討、風車
小屋の必要性検
討

現地 − 指定管理
　開所日・
営業時間の
改善

季節により利用者数が
大きく異なるため。

−
スキー部
門の官民
連携検討

スキー部門は
収益性の高い
ことから、民間
ノウハウの活
用が検討でき
るため。

-

88 穂波艇庫 33 200 休止

大雨の時は
浸水するこ
と。また利
用者も過少
のため。

100％削減 -200
B&G財団と協議を
行い休止。

- − - − − - -

89
健康の森公園ゲート
ボール場

16 3,688 1,584 存続 現状維持 0 現地 − 直営

利用団体が自
主管理を行って
いるため、指定
管理制度等へ
の変更は必要
ない。

− − - −

90 菰田保育所 0 2,050 1,928 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 − 直営 － 　 − - −

91 楽市保育所 34 2,266 666 存続

楽市・平恒
統合保育所
として更新
するため。

拡充 234
更新時に延べ床
面積を削減

移転
別途計画に
て検討

直営 － 　 − -
別途計画に
て検討

学校跡地、
跡施設の一
体的な利活
用方針の検
討が必要な
ため。

92 平恒保育所 43 2,285 406 廃止

楽市・平恒
統合保育所
として更新
するため。

統合による
100％削減

-405
更新時に延べ床
面積を削減

移転
別途計画に
て検討

直営 － − - 民間譲渡

市としての
利活用方針
が無いた
め。

93
筑穂保育所（子育て
支援センター有り）

37 6,500 1,330 存続  
更新時に
36％削減

-479
利用圏域幼児数
の減少率による
削減

移転
筑穂中学校
敷地内

現地は中学校通
学路に接してい
るので、事故リ
スク回避するた
め。

直営 － − - −

94 幸袋こども園 21 1,053 1,055 廃止 民間移譲 100％削減 -1,055 民営移譲による。 - − - - 0 − - −

95 庄内こども園 11 5,633 1,213 存続
耐用年数経
過前

更新時に
31.4％削減

0
利用圏域乳幼児
数の減少率によ
る削減

現地 − 直営 － 　 − - −

96 頴田こども園 7 3,369 966 存続  
更新時に
36.4％削減

0
利用圏域乳幼児
数の減少率によ
る削減

現地 − 直営 － 　 − - −
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97 街なか子育て広場 19 428 428 存続
更新して存
続

更新時
150％拡充

210 0 移転
飯塚市本町
11-10

0
指定管理
者制度

開所日の拡充
などサービスの
向上を図るた
め。

- − -
所有者に返
却

市としての
活用がない
ため、ビル
の所有者に
返却

98 幸袋児童センター 32 437 299 存続

小中一貫校
に機能を移
転して廃
止。

拡充 308 機能移転による。 移転
小中一貫校
幸袋校（新
設）

−
別途計画に
て検討

99 飯塚東児童センター 32 516 299 存続  

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

100 片島児童センター 14 1,012 312 存続 　

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

101 立岩児童センター 29 1,164 299 存続  拡充 462
遊戯室、集会室
等を拡充するた
め。

現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

102 蓮台寺児童センター 9 600 370 存続

小中一貫校
に機能を移
転して廃
止。

拡充 319 機能移転による。 移転
小中一貫校
鎮西校（新
設）

−
別途計画に
て検討

103 二瀬児童センター 25 468 299 存続 0

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

104 目尾児童館 24 2,399 242 廃止

小中一貫校
に機能を移
転して廃
止。

100％削減 -242 機能移転による。 移転
小中一貫校
幸袋校（新
設）

−
別途計画に
て検討

105 潤野児童センター 23 1,161 299 廃止

小中一貫校
に機能を移
転して廃
止。

100％削減 -299 機能移転による。 移転
小中一貫校
鎮西校（新
設）

−
別途計画に
て検討
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106
飯塚児童館（飯塚小
内）

46 360 343 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

107 鯰田児童センター 20 790 300 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

108 菰田児童センター 15 420 328 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

109 大分児童館 23 526 233 廃止
大分小学校
内に機能移
転のため。

100％削減 -233 機能移転による。 移転・統合
大分小学校の大
規模改修時に移
転・統合

大分小学校
余裕教室と体育
館を活用するた
め。

直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

- -
民間貸付の
検討

保育所等の
民間事業者
への貸付を
検討する。

110 上穂波児童館 22 573 233 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

111 庄内児童館 40 6,960 728 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。また、旧幼稚
園舎を活用してお
り、広く空きスペー
スがあるため、そ
の利活用について
検討を行う。

- −

112 頴田児童館 3 446 446 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

11
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理由等 方針 理由等 移転統合先 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等 方針 理由等

№
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延床面積
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最適化方針

113
楽市児童館（校庭
内）

19 108 108 廃止

小中一貫校
に機能を移
転して廃
止。

100％削減 -108 機能移転による。 移転
小中一貫校
穂波東校
（新設）

−
別途計画に
て検討

114 椋本児童館 17 99 99 存続  拡充 269
遊戯室、集会室
等を拡充するた
め。

現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

115
平恒児童館（平恒小
内）

25 135 135 廃止

小中一貫校
に機能を移
転して廃
止。

拡充 812 機能移転による。 移転
小中一貫校
穂波東校
（新設）

−
小中一貫校
敷地として
活用

116
若菜児童館（若菜小
内）

33 783 678 存続 拡充 501
遊戯室、集会室
等を拡充するた
め。

現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

117
高田児童館（高田小
内）

13 60 60 存続

国の法令及
び市の条例
に基づく最
適化

0 0 現地 −
直営（一
部委託）

児童セン
ター（児童
館）機能の
検討

児童センター（児童館）
の役割機能を検討し、
放課後児童クラブとの
一体的運営がよいの
か、又は地区公民館に
併設し地区のまちづく
りと一体的な活用を行
なった方が良いか、将
来に向けて検討を行な
う。

目的外利用
の拡充

学校事業や地域事
業に児童センター
の空き時間を活用
することが可能な
ため。

- −

118 少年相談センター 44 214 75 廃止
機能を移転
して存続

100％削減 -75 機能移転による 統合

中央公民館
（コミュニ
ティセン
ター）

中央公民館（コ
ミュニティセン
ター）の多機能
化

直営 − − －
青少年の健
全育成の場
として検討

119 シルバー陶芸教室 50 168 168 存続

現状のまま
存続として
いるが、稼
動日数、定
員の充足率
が低いの
で、更新時
には廃止、
統廃合を検
討する。

更新時に
100％削減

0

更新時廃止とする
が、利用状況、公
民館サークル等
の活用状況を判
断し削減面積を
検討する。

現地 − 民間委託

60歳以下の
利用料金等
の見直し
公民館サー
クルへの施
設開放検討

高齢者の生きがい事
業として実施している
が、60歳以下でも利用
が出来ることから、料
金体系の見直しを行
う。
公民館サークル活動
の場としても検討して
いく。

− - −

120
穂波福祉総合セン
ター

12 7,848 3,124 存続  
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地 − 指定管理

浴場・トレー
ニングルー
ム料金の最
適化

浴場及びトレーニング
ルームにかかる、利用
料の適正化を図る必要
があるため。

- - −

121
庄内保健福祉総合セ
ンターハーモニー

17 9,177 2,612 存続 拡充 0
庄内公民館との
機能統合時に拡
充

現地 − 指定管理

多機能化
介護保険デ
イサービス
事業の必要
性検討
浴場・トレー
ニングルー
ム料金の最
適化

公民館と保健福祉セン
ター機能統合を図りコ
ミュニティセンター化す
るため。
デイサービス事業を実
施していることで一般
利用者の制限があるた
め。
浴場及びトレーニング
ルームにかかる、利用
料の適正化を図る必要
があるため。

- - −
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最適化方針

122
健康の森公園多目
的施設

7 971 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。ただし、類似
施設が多数あるこ
とから市域全体で
の統廃合を検討
する。

現地 − 指定管理
使用料金の
見直し

市内・市外の料金設定
が無いため。

− - −

123 健幸プラザ 1 1,448 627 存続  
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 指定管理 − − － −

124
サン・アビリティーズ
いいづか

33 3,750 1,531 存続
更新時に
20.1％削減

0
更新時に移
転

更新時には施設
設備の共有化が
図れる地区公民
館や体育施設と
の複合化を図る
ため。

地区公民館
や体育施設
等

障がい者のアク
セスの利便性を
踏まえて移転先
は検討する。

指定管理
施設機能の
最適化

ノーマライゼーションの
推進とともに、公共施
設のバリアフリー化の
状況を踏まえ最適化を
検討する。

駐車場の共
有化

隣接する歴史資料
館との共有化を図
ることで、土地活用
の効率化を図るた
め。

- −

125 飯塚保健センター 22 799 存続
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 － 直営 －

栄養指導室
（調理実習
室）・健康増
進室等の有
効活用

別途計画にて検
討。

－ −

126 市立病院 57 38,840 15,041 存続
更新時に
25.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 指定管理 − − － −

127 飯塚急患センター 1 1,240 211 存続
更新時に
25.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 −
全部民間
委託

− − － −

128 斎場 24 20,921 1,621 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地 − 指定管理 － 　 −

更新時に
建設・維持
管理の包
括民間委
託を検討

市の財政負担
軽減のため。

−

129
飯塚霊園（管理事務
所）

29 103,000 177 存続
更新時に縮
減

0
利用状況をふま
え縮減面積は検
討する。

現地 − 直営 − − － −

130 本町駐車場 31 4,170 - 存続

一部健幸プ
ラザ利用者
駐車場とし
て運営して
いるが、利
用状況を勘
案し、運営
の見直しを
検討する。

現状維持 0 民間貸与 － − － 　 − − － 民間貸付

筆界未定地
であるため
貸付とす
る。

131 飯塚立体駐車場 24 2,700 13,123 存続  
更新時に
25.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 　 − 指定管理
減免規定等
の見直し

現在、近隣公共施設の
駐車場として利用する
際に、減免の取扱いが
異なるため。

−

コンセッ
ション（運
営権移譲）
の検討

収益の確保が
可能な施設で
あるため、今後
の維持管理経
費を考慮し民
間活力の導入
可能性調査を
行なう。

−

132 東町駐車場 21 640 - 廃止

近隣に民間
施設を含め
た代替施設
が多数ある
ため。

100％削減 0 　 － − － 　 − − － 民間譲渡

市としての
利活用方針
が無いた
め。
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133
鯰田駅前自転車駐
車場

33 143 - 存続 　
更新時に
17.4％削減

0

利用実態及び利
用圏域の人口減
少率に合わせて
延床面積を削減。

現地 − 直営

ＪＲ九州と協議
の結果、希望し
ないという回答
があったため。

－ − － −

134
浦田駅前自転車駐
車場

25 99 - 存続 　
更新時に
18.8％削減

0

利用実態及び利
用圏域の人口減
少率に合わせて
延床面積を削減。

現地 − 直営

ＪＲ九州と協議
の結果、希望し
ないという回答
があったため。

－ − － −

135
新飯塚駅前北側自
転車駐車場

2 419 - 存続 　
更新時に
20.4％削減

0

利利用実態及び
用圏域の人口減
少率に合わせて
延床面積を削減。

現地 −
一部民間
委託

− − − −

136
新飯塚駅前東側自
転車駐車場

15 110 - 存続 　
更新時に
20.5％削減

0

利用実態及び利
用圏域の人口減
少率に合わせて
延床面積を削減。

現地 −
一部民間
委託

－ − － −

137
飯塚駅前自転車駐
車場

26 144 - 存続 　
更新時に
18.6％削減

0

利用実態及び利
用圏域の人口減
少率に合わせて
延床面積を削減。

現地 − 直営 - − - −

138
吉原町自転車駐車
場

18 241 347 存続 　
更新時に
50％削減

0

利用実態及び利
用実態に合わせ
て延べ床面積を
削減。

現地 −
一部民間
委託

- 　
1階または、
2階部分の
有効利活用

利用台数過少のた
め。

- −

139
天道駅前自転車駐
車場

11 463 222 存続 　
更新時に
20.9％削減

0

利用実態及び利
用圏域の人口減
少率に合わせて
延床面積を削減。

現地 − 直営 － − － −

140
筑前大分駅前自転
車駐車場

15 257 73 存続 　
更新時に
27.8％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営 - − - −

141 市営住宅　(70団地） - 0 244,125 存続  20.1％縮減 -25,000

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減
耐用年数を超え
た市営住宅は、原
則非公募とし、現
入居者へは、転
居勧奨を行なう。

立地適正化
計画と連動
した最適化

- 直営

指定管理者制
度を導入検討し
たが、コストメ
リットがないこ
と、個人情報保
護の観点から
直営とした。

駐車場料金
の最適化

現在の市営住宅付属
駐車場の使用料は立
地条件にかかわらず一
律単価となっているた
め。

低利用敷地
の民間譲渡

入居者の高齢化が
進む中で、不要と
なる駐車場スペー
スが多くなるため。

更新時に
おけるPFI
導入検討

更新時の市の
負担を軽減す
るため。

- -

142 幸袋教官住宅 27 1,493 廃止
前実施計画
検討の結果

100％削減 -1,493
現入居者または
民間事業者への
譲渡

- − - − − −

143 片島教官住宅 28 482 廃止
前実施計画
検討の結果

100％削減 -482
現入居者または
民間事業者への
譲渡

- − - − − −
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144
清水谷留学生等住
宅

54 2,239 580 存続

留学生の支
援を通し
て、国際交
流を進め
る。

今後の入居
状況により
施設の戸数
を検討

0 − 直営 − − - −

145

都市公園（62箇所）・
開発遊園（117箇
所）・その他公園（69
箇所）

- 1,883,528 - 存続 20.1％縮減 0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て公園面積を削
減。
低利用の開発遊
園やその他の公
園については、削
減を検討する。

立地適正化
計画と連動
した最適化

公園を設置した
時期と現状では
利用圏域の人口
や人口構成も大
きく異なっている
ため。

- -
直営（一
部市民協
働）

大規模都市公
園は、指定管理
者制度の導入
検討を行なう。

ネーミング
ライツ、スポ
ンサー制度
の導入検討

市の財政負担の軽減
と市民協働の財源とす
るため。

- - - - - -

146 児童遊園（51箇所） - 55,900 - 存続 20.1％縮減 0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て公園面積を削
減。
低利用の児童遊
園については、削
減を検討する。

立地適正化
計画と連動
した最適化

公園を設置した
時期と現状では
利用圏域の人口
や人口構成も大
きく異なっている
から。

- -
直営（一
部市民協
働）

スポンサー
制度の導入
検討

市の財政負担の軽減
と市民協働の財源とす
るため。

- - - - - -

147 健康の森公園　温室 16 400 312 廃止
利用者数過
少

100％削減 -312
地元での活用は
無く、利用者数も
過少であるため。

- 　 − - - 0 − - 民間貸付

民間事業者
等への貸付
が困難な場
合は、地元
協議を行
い、市として
の利活用策
を検討す
る。

148
クリーンセンター（清
掃工場）

18 83,000 15,806 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地 − 直営 － 　 −

更新時に
建設・維持
管理の包
括民間委
託を検討

市の財政負担
軽減のため。

−

149 環境センター 20 2,831 2,831 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地（一部
廃止）

− 直営 － 　 − － −

150 リサイクルプラザ 18 83,000 4,644 存続 　
更新時に
20.1％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減

現地 − 直営 － −

更新時に
建設・維持
管理の包
括民間委
託を検討

市の財政負担
軽減のため。

−

151
飯塚市リサイクルプ
ラザ工房棟（エコ工
房）

18 83,000 618 廃止

啓発・講習
会等の事業
は各地区公
民館等で行
えるため。

更新時に
100％削減

0
耐用年数経過後
に削減

現地 利用率過少 − 指定管理

開館日・時
間の改善、
出前講座等
の実施

利用状況を勘案し、開
館日・開館時間の縮小
を検討する。

− － −

152 飯塚終末処理場 42 53,800 4,365 存続 　
汚水処理構
想に基づく
最適化

0
汚水処理構想に
基づき処理能力
見直すため。

現地 −
一部民間
委託

−

更新時に
建設・維持
管理の包
括民間委
託を検討

市の財政負担
軽減のため。

−

153
うぐいす台団地汚水
処理施設

35 1,303 173 存続 　 現状維持 0 現地 − 直営
処理能力の
最適化

処理能力には余裕が
あるため、更新時には
最適化を図る。

− － −

154
頴田中央東団地汚
水処理施設

29 198 12 存続 　
更新時に規
模縮小

0
利用地域人口に
合わせて規模を
縮小

現地 − 直営
処理能力適
性化

小中一貫校頴田校の
新設により、旧頴田小
中学校の浄化槽接続
がなくなったため。

− - −
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155
農業集落排水処理
施設

15 1,850 110 廃止

人口減少に
よる加入世
帯の減少が
想定される
ため、機械
設備の更新
時に合併浄
化槽への移
行を検討す
る。

更新時に
100％削減

0
機械設備の更新
時に廃止

- − 直営
利用料金の
見直し

適正な受益者負担の
検討。

− － −

156 庄内農産物加工所 11 2,168 103 廃止

利用団体等
が限定され
ており、利
用団体等と
協議の上無
償譲渡。

100％削減 -103 － − 民営化 　 − − -
敷地は無償
貸与

敷地につい
ては無償貸
与とする。

157 庄内温泉筑豊ハイツ 46 31,545 4,013
別途計
画にて
検討

100％削減 - -4,013 　 - - − − − - -

158 旧伊藤伝右衛門邸 110 7,569 712 存続 現状維持 0 現地 −
一部民間
委託

指定管理者制
度の導入は、文
化財としての管
理ができる事業
者がいるか検
討を行う。

−
書生棟の活
用

入場者の増加もあ
り、喫茶コーナー
等の復活などを検
討する。

- −

159 旧松喜醤油屋 不明 1,536 375 存続 現状維持 0 現地 −
地域の公
共的団体

文化財施設とし
てだけではな
く、施設の多目
的な活用を行な
うため。

− − - −

160
新産業創出支援セン
ター

13 4,574 2,051 廃止

類似施設が
あるため。
但し今年度
より実施す
る事業効果
を５年間検
証したうえ
で評価を見
直す。

100％削減 -2,051 移譲または貸与 移転

福岡ソフト
ウェアーセ
ンター
福岡県立飯
塚研究開発
センター

近隣類似施設の
空きスペースへ
移転

- − −

公共施設
等運営権
制度（コン
セッション）
の導入に
ついても併
せて検討
する。

家賃収入を伴
うものであるこ
とから、運営権
を民間企業に
委ねることで効
率的な運営が
期待できるた
め。

民間譲渡ま
たは貸付

市としての
利活用策が
ないため。

161 卸売市場 46 68,338 18,591 存続
別途計画に
て検討

0 移転
別途計画に
て検討

公設民営
将来的な運営
主体は別途計
画にて検討。

− −
別途計画に
て検討

162 本庁舎 55 11,013 9,977 存続 拡充 5,746
第1、第2別館、穂
波庁舎の一部機
能と統合して拡充

現地 - 直営 − − － −

163 庁舎第２別館 55 2,868 929 廃止
更新時に廃
止

更新時に
100％削減

-929 更新による - - - − − － −

164 穂波支所 22 9,258 9,325 存続
更新時に
19.5％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営 －

多機能化
（穂波公民
館、穂波図
書館）、民
間貸付

空きスペースの有
効活用と地域拠点
施設整備するため

－ −

165 筑穂支所 14 5,284 5,764 存続
更新時に
27.2％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営 − 多機能化

筑穂ふれあい交流
センター、筑穂公
民館機能の一部と
して活用

－ −
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166 庄内支所 19 2,634 442 存続 拡充 0

支所の経済建設
課は、エレベー
ターのない２階建
の施設に配置し
ていることから、
隣接施設も含め
配置見直しを行
う。

現地 − 直営 － − － −

167 頴田支所 36 3,481 3,081 存続 　
更新時に
85％削減

-2,619
更新時庄内支所
と同規模程度とす
るため。

移転
現支所に近
接した市有
地

直営 − − － −

168 立岩会館 34 4,028 931 存続
更新時に
18.4％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営
　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

− － −

169
穂波人権啓発セン
ター

41 2,319 628 存続
更新時に
19.5％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営
　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

− － −

170
筑穂人権啓発セン
ター

42 2,220 553 存続
更新時に
27.2％削減

0

利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積を削
減。

現地 − 直営
　開館日・
開館時間の
改善

利用者数および稼働
率から改善を図る余地
があるため。

− － −

171
男女共同参画推進セ
ンター（サンクス）

20 3,996 653 存続 　
更新時に
20.1％削減

0
利用圏域の人口
減少率に合わせ
て延床面積削減。

現地 − 直営

指定管理者の
導入にあたって
は、専門的な知
識と一定の収
益が必要と思
われるが、現状
では適切な事
業者、団体がい
ない。

−
相互利用の
拡充

中央公民館の多機
能化による。

- −

172 市民交流プラザ 13 4,898 467 廃止 100％削減 -467
機能移転による
削減

移転
条件整備が整え
ば可能であるた
め。

他の公共施
設

近隣類似施設の
稼働状況に余裕
があるため。

直営
使用料徴収
の検討

他の公共施設との平
準化を図るため。

− -
用途変更
（他の公共
施設）

他の公共施
設へ用途変
更し、余裕
部分につい
ては、民間
貸付を検討
する。

173 防災センター 13 6,014 601 廃止
更新時に
100％削減

0
災害時の拠点は
新庁舎に集約で
きる。

－ −
一部民間
委託

開館時間・
開館回数の
縮減

運営の効率化を図るた
め。

− － −

174
消防団詰所・車庫
(36箇所）

- 0 2,130 存続
市の基準を
定めて縮減

0

現在詰所・格納庫
の面積基準がな
いため。団員定数
をもとに基準を策
定する。

- 直営 − - -

175 オートレース場 49 367,580 44,140 存続
更新時に
27.6％削減

0
入場者数が減少
しているため。

現地 −
包括的民
間委託

−
第2、第5駐
車場の有効
活用

第２、第５駐車場の
有効利活用を検討

731,278 -44,465
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